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岡田議長 田村副議長
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【総務部】藤岡部長

［秘書広報課］幸本課長

［財政課］金川課長 中村課長補佐兼総括主計員 髙木係長

出席した事務局職員

毛利局長 田村次長 森井議事調査担当局長補佐 松田調整官

傍聴者

伊藤議員 稲田議員 大下議員 門脇議員 津田議員 徳田議員 西野議員

報道関係者０人 一般２人

協議事件

１ ９月定例会の提出議案について

２ ９月定例会の日程について

３ ９月定例会における各個質問人数の割り振り（案）について

４ 予算決算委員会における決算審査方法について

５ 次回議会運営委員会の開催について

６ 米子市議会基本条例の検証について

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午前９時５９分 開会

○戸田委員長 ただいまから議会運営委員会を開会いたします。

早速ではございますが、協議事件１、９月定例会の提出議案について、当局の説明を求

めます。

藤岡総務部長。

○藤岡総務部長 市議会９月定例会の提出議案につきましては、条例が１件、補正予算が

３件、決算認定が５件、報告が４件の計１３件を上程する予定としております。

なお、議案の概要につきましては、午後に開催されます全員協議会において御説明いた

しますので、よろしくお願いいたします。
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○戸田委員長 当局の説明は終わりました。委員の皆様、よろしいでしょうか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 次に、協議事件２、９月定例会の日程について、事務局の説明を求めます。

毛利事務局長。

○毛利事務局長 ９月議会の日程でございますが、資料３を御覧ください。

まず、各個質問の通告についてでございます。明日２７日水曜日午前９時受付開始で、

２９日金曜日の正午が受付期限となっております。

また、意見書案の提出期限、報告に対する質疑の通告期限につきましても２９日金曜日

の正午となっておりますので、御確認をお願いしたいです。

説明は以上でございます。

○戸田委員長 事務局の説明は終わりました。委員の皆様、よろしいでしょうか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 次に、協議事件３、９月定例会における各個質問人数の割り振り（案）に

ついて、事務の説明を求めます。

毛利事務局長。

○毛利事務局長 各個質問の人数の割り振りの案でございますが、期間は４日間でござい

ます。９月の４日、５日、９日はいずれも６人ずつの割り振りで、あとは全て１０日への

割り振りの予定でございますので、御確認をお願いいたします。

説明は以上でございます。

○戸田委員長 事務局の説明は終わりました。委員の皆様、よろしいでしょうか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 次に、協議事件４、予算決算委員会における決算審査方法について、事務

局の説明を求めます。

松田調整官。

○松田調整官 それでは、予算決算委員会におけます決算審査方法について御説明いたし

ます。資料４を御覧ください。

１ページ目の決算審査方法から御説明いたします。議案上程から議決までの流れにつき

ましては、例年どおりの流れで行っていただきたいと思います。最初の①９月定例会初日

に議案上程、次に、②の９月１０日の本会議で全ての議案に対する質疑の後に、予算決算

委員会に決算関係の議案を付託していただきます。③の予算決算委員会の全体会、９月１

２日はインターネット中継を行います。この全体会では総括質問を行っていただき、総括

質問の通告期限は全体会の３日前、９月９日の正午までとなっております。

質問の順番につきましては、予算審査の質問順と同じということになっておりますので、

最初によなご・未来、２番目が自由創政、３番目が蒼生会、４番目に信風、５番目に公明

党議員団、６番目に日本共産党米子市議団、そして最後は会派に属さない議員さんで、通

告順ということになります。質問時間は、１人１０分掛ける会派の所属人数となっており

ます。最初に予算総括質問を行いまして、次に決算総括質問という順番でございます。そ

して、この全体会では市長の御出席をお願いいたします。

次に、④各分科会での詳細審査についてでございます。こちらについては通告制となっ

ておりまして、資料３ページ目にあります予算決算委員会分科会発言通告書の様式をお使
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いいただき、事前通告をお願いいたします。この分科会の発言通告書につきましては、本

日、議員の皆様に電子データをお送りすることとしております。各分科会におけます詳細

審査の日にちが異なっておりますが、全ての分科会共通で９月９日正午を通告期限とさせ

ていただきたいと思います。この通告に基づいて各分科会当日に詳細審査を行っていただ

きますが、通告されていない質疑が当日あった場合は、分科会長に取扱いの判断を委ねる

ということでお願いいたします。各分科会には市長の出席は求めておりませんが、庁内で

待機をしていただくということでお願いをいたします。

それから、分科会におきましては、決算議案説明並びに審査後の採決はいたしません。

審査後の分科会長報告の文案作成につきましては、詳細審査を踏まえ、各委員から指摘事

項を御提出いただきたいと思いますが、どなたが各指摘事項をお取りまとめいただくか、

また指摘事項をどういった内容にするかということを分科会でお決めいただきまして、資

料４ページ目にございます決算審査指摘事項（案）委員提出表を電子データで事務局へ提

出いただきますようお願いいたします。この様式におきましても、本日電子データで議員

の皆様にお送りさせていただきます。

この指摘事項委員提出表の提出期限を、資料１ページ目、また２ページ目にも記載して

おりますが、各分科会で提出期限が異なります。総務政策分科会が９月１８日、民生教育

分科会が９月１９日、都市経済分科会が９月２２日で、いずれも１７時までとしておりま

すので、よろしくお願いいたします。

続きまして、日程後半の９月２２日、２４日及び２５日のそれぞれの分科会でございま

すが、分科会長報告の文案協議を行っていただくこととなります。ここで協議していただ

きました文案につきましては、事務局のほうで取りまとめして、事前に各委員さんに取り

まとめた文案を配付させていただきます。

そして、⑤の予算決算委員会全体会ですが、分科会長報告の事前配付、分科会長報告、

質疑、討論、採決となっておりまして、ここで全体会を終え、議会最終日での委員長報告

につきましては、正副委員長、各正副分科会長に委員長報告文案の御確認をしていただき

たいと思います。

最後に、⑥９月定例会最終日の本会議の流れでございます。予算決算委員長報告、質疑、

討論、採決となります。

長かったですが、説明は以上でございます。

○戸田委員長 事務局の説明は終わりました。委員の皆様、よろしいでしょうか。

奥岩委員。

○奥岩委員 すみません、流れについては承知しました。

細かいところで、すみません。③のところ、予算決算委員会全体会のところだけインタ

ーネット中継と御説明があったんですけど、これって別に、本会議ですとか予算決算委員

会全体会、⑤のところもインターネット中継があるとは思うんですよ。ここだけ強調され

たのは理由があってなのか、たまたまここだけ書いたのかっていうのは何かあるんでしょ

うか。

○戸田委員長 手を挙げて。

松田調整官。

○松田調整官 すみません、ちょっと誤植の部分がありましたけども、このようにさせて、
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委員さんのとおりということでございますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたしま

す。

○戸田委員長 奥岩委員。

○奥岩委員 インターネット中継が入るところと録画放送があるところは、恐らく委員の

皆さんは承知しておられると思いますので、特に③のところではあえて強調されなくても

よいかなと思いましたので、意見とさせてください。以上です。

○戸田委員長 よろしいですか。答弁はいいですか。

○奥岩委員 意見です。

○戸田委員長 意見ですか。そのほかございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○戸田委員長 ないようですので、次に、協議事件５、次回議会運営委員会の開催につい

てでございますが、記載のとおり、定例会開会日の９月２日火曜日午前９時２０分から開

催したいと思いますが、委員の皆様、よろしいでしょうか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 それでは、協議事件６の米子市議会基本条例の検証に入ります前に、委員

の皆様方から何か御意見がございますか。

岡田議長。

議長、案件は何でしょうか。

○岡田議長 すみません、先般、新聞に出ておりました「陳情書対応変更 説明求め要望

書」という記事についてですけど。

○戸田委員長 要望書の記事についてでございますが、執行部は退席していただいてもよ

ろしいでしょうか。いいですか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 じゃあ、執行部、退席ください。

〔執行部退席〕

○戸田委員長 岡田議長。

○岡田議長 まず、８月２３日、日本海新聞の記事に「陳情書の対応変更 説明求め要望

書」という記事が載っておりますけれども、この記事読ませていただきますと、議会とし

ての対応があまりできてないような表現になってるんですけれども、ここに関しては、ち

ょっと私の対応も含めまして至らぬ点も少しあったのかなというふうに思っておりますん

で、以後気をつけていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたしたいと思います。

詳しい状況については、毛利事務局長のほうから説明をお願いしたいと思います。

○戸田委員長 毛利事務局長。

○毛利事務局長 そういたしますと、原子力防災を考える県民の会えねみら・とっとりさ

んのほうから要望書が提出になりましたが、その経過について御説明をいたします。

遡りまして、７月１０日付で６月議会の陳情の審議結果について、不採択の旨、そして

その理由の通知をその団体にいたしました。そして、それから８月１８日になります、８

月１８日月曜日にその団体の代表の方から電話がありまして、議長宛てに陳情不採択の理

由の説明、そして意見交換の場というのを設定してほしいという趣旨の電話でございまし

た。そして、それを要望書にして持っていくという話がございました。
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その際に、意見として、意見交換の場というのを持ってもらうのは９月定例会閉会後で

構わないという、そういうことも添えられておりました。これを議長に協議をいたしまし

て、実は指定された８月２２日を希望されていたんですけれども、その日は議長は公務で

不在が決まっておりました。そのことを先方に改めて申し上げた次第でございます。そう

いたしましたら、日にちの変更をせず、受け取ってもらうだけで、要望書を持ってきたい

ので受け取ってもらいたいということでございましたので、対応は事務局長が受け取るだ

けのものになりますということを再度説明させていただいた次第でございます。

それから、８月２０日でございます水曜日の日に、また先方代表から、報道に対して情

報提供したいので、その面談の場所を教えてほしいという問合せがありました。その際に、

我々事務局が要望書を受け取るだけというふうに理解しておりましたので、そういった部

屋を用意しておったわけではなかったんですけれども、何人来られますかということもち

ょっと併せて伺ったところで、要望書を受け取るだけということを再度説明させていただ

いたんですが、６名で来たいということでございましたので、部屋を取って準備をしたと

いうことでございます。その旨に対しては、団体の代表さんも持ってくるだけでございま

すという、そういうお話でございましたので、８月２０日にはそういう電話のやり取りが

ありました。

当日２２日、来庁されまして、来られたのは、原子力防災を考える県民の会えねみら・

とっとり代表の方、そしてそのほか４名の方がいらっしゃいました。計５名の方がいらっ

しゃいました。議会事務局としては、私、毛利と次長、そして庶務担当の担当局長補佐が

３名で対応した次第でございます。報道に関しては、２社が来ておられたことを申し添え

ます。

経過については以上でございます。

○戸田委員長 何か補足ありますか。

岡田議長。

○岡田議長 その対応を含めて対応したんですけれども、新聞の記事を読みますと、ちょ

っとこちらの対応が、もう少し新聞社のほうにもきちっとうちのほうの意見も聞いてもら

ってから記事にしていただくとか、そういう対応を少しうちのほうが足りなかった部分が

あって、皆さんに御迷惑をかけたことに関しましては大変申し訳なかったというふうに思

っておりますんで、皆さんのほうで何か御意見があればお伺いをしたいというふうに思い

ます。

○戸田委員長 何か御意見ございますか。

奥岩委員。

○奥岩委員 まずは、いろいろと御説明いただき、議長、事務局長、ありがとうございま

した。

報道で、それこそ今御説明があったんですけど、新聞社さんのほうの記事を見させてい

ただいたときと、あと、２０日でしたっけ、金曜日、２２が金曜日でしたっけ、２２日に

全議員に要望書についてはメールで配付されてましたので要望書の内容は把握してたんで

すけど、次の日に出た新聞記事を見させていただきますと、ちょっといろいろと何かあっ

たんではないかなっていうふうなことをどうしても考えてしまうような記事でしたので、

今御説明あったことを伺うと、よく分かりました。
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あと、これは私から申し上げるのがどうかなとは思うんですけど、６月定例会のときの

陳情をいただいてて、回答送付っていうところは通常どおり業務をされたっていうことな

んですけど、その際なのか、その後のこの団体さんがいらっしゃったときに、ただ要望書

を受け取るだけではなくて、部屋を準備されて、そこでもある程度お話をされたかと思う

んですけど、その際に、議決案件はどうだこうだとか、請願の取扱いは変わってないんで

すけど、陳情の取扱いについての御説明みたいなところとかは先方さんが御理解いただけ

るようなお話ができていたのか、それとも、そういった話は全くなしに、ただ受け取られ

ただけだったのか、どうだったんでしょうか。

○戸田委員長 毛利事務局長。

○毛利事務局長 金曜日に要望書を持ってこられた際の状況についての御質問でござい

ました。

委員おっしゃるように、議決案件であるということの説明と、流れの中でその説明はさ

せていただいた次第でございます。ただ、先方のほうの理解といいますか、意見は変わら

なかったというところはございますので、説明を尽くしたかというところに関しましては、

私自身、今はもう少し丁寧にということはありましたけれども、事前に会の冒頭にそのこ

とは説明をした次第でございます。

○戸田委員長 奥岩委員。

○奥岩委員 そうしますと、団体さんは、多分議決案件のことは御存じだった上で、恐ら

く議長と面談をされたいっていうような要望ですとか、お話をされたいっていうことがあ

ったかもしれませんので、そうなった場合に、議長、公務で欠席で出れないっていうこと

は先方さんに事務局からお伝えしてはいただいてたと思うんですけど、その上で、事務局

長がそういった形で御説明されたんですけど、もしかすると、議会としての対応に何かし

らの不信感が先方さんはあったのかもしれないなっていうので、そういったところを感じ

取られてああいった記事になったのか、はたまたどういったふうになったのかっていうの

は、ちょっとマスコミさんの思いは分かりませんが、なるべく早い段階で、先方さんも要

望書を出しておられますので、議長と面談していただいたほうがいいのではないかなとい

うふうに考えるんですけど、その辺りは、今どのように調整されておられますでしょうか。

○戸田委員長 岡田議長。

○岡田議長 当初は、山中代表のほうから、９月定例会も近くなったのでお忙しいでしょ

うから、８月２２日が難しいということであれば９月定例会以後でいいですよという申出

があったということでしたので、私は素直にそういうふうにさせていただこうとは思って

おったんですけれども、もっと早い対応をするべきだということであれば、早い段階で山

中代表のほうに連絡を取って、お時間があれば、向こうのほうの都合もあるでしょうから、

会ってお話をさせてもらうという。私も、議決事項ですんで、私が特別に何かを申し上げ

るという話ではないような気がするんですけれども、それを丁寧に伝えていくということ

に終始したいというふうに思ってます。以上です。

○戸田委員長 奥岩委員。

○奥岩委員 議長に対して要望書を出しておられますので、日程のほうは議長が思われる

日程でいいとは思うんですけど、私としては、今の流れを伺わせていただきますと、早い

ほうがいいのかなとは思いましたけど、先方さんもいろいろとお忙しいでしょうから、そ
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の辺を、あえて早く会いましょうよみたいな感じではなくてもいいのかなとは思いますの

で、そこのところは、ただ、間が空いてちょっとどうだったのかなとか、お互い分からな

くなってっていうふうなことがないように、コミュニケーションは、これは議長直接では

なくて事務局経由ということにはなるとは思いますので、本日もこうやって議運でも議長

のほうからも御報告ございまして、事務局長からも御報告ございましたんで、そういった

内容も踏まえて、まずは御連絡を取っていただけたらなというふうに思いますが、いかが

でしょうか。

○戸田委員長 毛利事務局長。

○毛利事務局長 委員の御意見ごもっともだと思いますし、先方の団体としっかりとコミ

ュニケーションを取って日程調整等図ってまいりたいと思います。

○戸田委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。

今城委員。

○今城委員 御説明いただいたことは承知いたしました。

ちょっと一つだけ確認をさせていただきたいのは、これは記事ですので、実際どう言っ

たのかっていうこととはまた違うと思いますが、山中代表のほうから、市民以外からの陳

情は議会で取り扱わない決定というふうな書きようになっていますが、これは取り扱わな

い決定をしたわけでは決してないと私は認識してるんですけれども、そこの部分について

はどのような説明や、どのように認識をされたのを、認識をされたのをこちらが推測する

のはちょっと難しいと思いますが、説明をどのようにされたのかというところ、何か御意

見等があったのでしたら、その辺を教えていただきたいと思います。

○戸田委員長 毛利事務局長。

○毛利事務局長 記事上の、「市民以外からの陳情は議会で取り扱わない決定となった」

という趣旨の発言でございました。そういった発言が出た折に、遮って言ったわけではあ

りませんけれども、私のほうから、そういったところではございませんということ、市民、

市民以外、陳情の提出については全て取り扱って、審議の内容についての方法が決まった

ということを説明をさせていただいた次第でございます。

○戸田委員長 今城委員。

○今城委員 分かりました。私がこの記事を読ませていただいた上で、非常に引っかかる

部分というのは今のところなんです。要するに正確ではないことを記事にされているし、

今お聞きしました、確認しましたところでいうと、市民以外からの陳情は議会で取り扱わ

ないっていうわけではありませんよということは、きちっと説明はされているわけです。

ですが、この記事内では、もうまさに本市議会としては、市民以外からの陳情は議会では

扱わないよと、門前払いをするよというようにも取れるような書きようになっているとい

うことが私は非常に問題だと思っています。

先ほど来お話のあった、議長がどういう形でどういうタイミングで、当事者の方たちと

しては会って説明を求めると要望しておられるので、その点については、もう議長、また

副議長、事務局でお相手の方とお話をしていただいたタイミングをきちっとつくっていた

だいて話をしていただくということでいいと、私はもう非常にそれは思っているんですけ

れども、この記事に関してのことはちょっと納得いかないところがあります。非常に、た

めにするという言い方がいいかどうか分かりませんが、事務局がその辺のところをきちっ
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と説明をし、話しているにもかかわらず、そこの部分の訂正をした部分っていうのが全く

と言っていいぐらいこの中に反映されていないと私は感じます。

そういう意味では、記名の記事ですし、この記者もどういう意図でそれを書いたのかと

いうこと、そして社として、これを書面として紙面に上げたっていうところの趣旨、考え

方っていうところについて、議長から、正式に議会からという意味ですけれども、正式な

形で、抗議になるのか、それとも答弁を求めるのか、説明を求めるのかはお任せしますが、

ここがない限り、市として、この議決した案件っていうのは、今までどおりにしてくださ

いっていうことを、いや、今までどおりではないんですよっていうことを、新しい取扱方

法でやりますよということを議決したわけですけれど、その議決したことが納得いかない

っていうことについて、どういうことなんですかという説明を、いや、取り扱わないわけ

ではありませんよっていう、先ほど事務局長からもあったとおり、審議のやり方ですよね、

審議の方法の種類がそれぞれに違うということを言っているだけの話なのであって、そこ

ら辺のところがきちっと読み取れない文面を一方的に出されているっていうことについて

私はちょっと納得いかないですから、そこら辺に関しては、議運としても問題だと思うな

ら、議会としての対応に持っていくべきではないかなというふうに思います。これは意見

です。以上です。

○戸田委員長 ほかにありませんか。

奥岩委員。

○奥岩委員 今、今城委員がおっしゃっておられたんですけど、まずはマスコミさんのほ

うに確認を取っていただいて、先ほど今城委員おっしゃられたような対応をしていただい

て、必要であれば議会としてしかるべき対応をしていただけたらなと思います。

情報が、こちらの意図するところと、本当のところといいますか、こういうふうな扱い

ですよっていうようなところがきれいにもしかしたら伝わってないかもしれませんので、

そこのところはまずはお話をしていただいて、どのように対応するのか。必要でしたら、

ホームページにも載せていたりですとか、議会だよりにも載せていたりとかするんですけ

ど、また別の形で何か広報・周知が必要かもしれませんし、対応を、これは議長になるの

か、委員長になるのか、議会のことですんで議長なのかなとは思うんですけど、対応して

いただけたらなと思いますが、まずはコンタクトを取っていただけたらと思いますが、い

かがでしょうか。

○戸田委員長 岡田議長。

○岡田議長 そうしますと、今いただいた御意見の対応をさせていただきたいと思います。

ただ、少し付け加えさせていただきたいのが、この記事を読みますと、先ほどおっしゃ

った議会で取り扱わない決定、これは私も表現としてすごいおかしいと思うんですけど、

かぎ括弧をしてるんでせりふという形になってる、本人がこれをしゃべったということで

書いておられて、その後に、そうじゃないという記事を少し載せておられるんですけれど

も、報道の自由があったといっても、前提は正確な情報に基づいてということであろうと

いうふうに思いますんで、なおかつ、その会議の途中で事務局長のほうが取り扱わないわ

けではないということを言ってますから、本来であれば記者のほうがそれをしんしゃくし

た上で、せりふだといってもそのまませりふを載せるんじゃなくて、正確なものにのっと

ったせりふになるように記者のほうには書いていただきたかったというのがありますので、
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今、皆さんが言っていただいた意見を踏まえて、日本海新聞社さんのほうには私のほうか

ら話をしておきたいというふうに思います。またその結果については皆さんに御報告をさ

せていただきたいと思います。以上です。

○戸田委員長 ほかにありませんか。じゃあ、この案件は以上でよろしいですか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 それでは、次に、協議事件６、米子市議会基本条例の検証についてを議題

といたします。

本日は、前回に引き続き米子市議会基本条例の検証を進めてまいりたいと思います。

初めに、前回会派に持ち帰りとなりました第２条、第３条、第５条第１項、第５条第３

項について協議をし、合意に至らなかった場合は採決を行っていきたいと思います。

それでは、まず初めに、第２条の件について御協議していただきたいと思います。

持ち帰りの案件でございましたが、何か御意見がありましたら承りたいと思いますが。

ＡかＢかということでございますが、よろしいですか。

御意見がないようですので、採決をさせていただいてもよろしいですか。

今城委員。

○今城委員 持ち帰りをしていただいている会派があるわけですから、全員持ち帰っては

いるんですけれども、持ち帰りをされた結果を一応聞かせていただくほうがいいかなと思

うんですけれど。ちなみに、公明党としては、前回の審議したところに関しては、持ち帰

りましたが、変わりはありませんということです。

○戸田委員長 じゃあ、順次、各会派に聞きますか。

〔「変わりがないんだったら別に聞かなくてもいいです」と今城委員〕

○戸田委員長 よなご・未来さんはどうですか、変わりませんか。

国頭委員。

○国頭委員 持ち帰らせてもらいましたけど、やはりＢのままでということでお願いした

いと思います。

○戸田委員長 日本共産党米子市議団、錦織さんはどうでしょうか。

〔「うちもＢで」と錦織委員〕

○戸田委員長 手を挙げてください。

錦織委員。

○錦織委員 共産党のほうもＢのままで変わりません。

○戸田委員長 ほかに御意見ございませんか。ありませんか。

〔「なし」と声あり〕

○戸田委員長 それでは、ＡかＢかということでございますので、採決をさせていただい

てもよろしいでしょうか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 それでは、第２条について、Ａ評価に賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手…今城委員、岩﨑委員、奥岩委員、塚田委員、中田委員〕

○戸田委員長 それでは、賛成多数でございますので、Ａ評価と決しました。

次に、第５条第１項、これも持ち帰っていただきましたけれども、何か持ち帰りました

…。
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（「３条」と声あり）

３条、３条があった。ごめんなさい、３条がありました。第３条でございますが、持ち

帰っていただきましたけれども、御意見等がございましたら賜りたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。

奥岩委員。

○奥岩委員 前回Ａ寄りのＢということで持ち帰らせていただきましたが、Ａがおおむね

８割、Ｂがおおむね５割っていうところですので、どちらでもうちの会派はいいのではな

いかっていうようなことですので、こちらは柔軟に対応させていただきたいと思います。

すみません、はっきりＡかＢか確定してなくて申し訳ないです。

○戸田委員長 よなご・未来さんはＢですけど、変わりませんでしょうか。

国頭委員。

○国頭委員 持ち帰らせていただきましたけど、やはりＢでっていうことでありました。

○戸田委員長 信風さんはＢでいいですか。

中田委員。

○中田委員 前回もＡ寄りのＢという発言をさせていただきましたけども、条例のこの部

分自体が原則となっているので、あくまでもその条文の性格からいけば、課題は確かに議

員間討議の在り方とか手法のことは書かせていただきましたけども、活動の原則として、

こういう原則を持っているという部分についてはＡでもいいのかなということにしたいと

思います。

○戸田委員長 ありがとうございます。

錦織委員さんはどうですか。

○錦織委員 共産党は変わりません。Ｃです。

○戸田委員長 Ｃ、Ｂ。Ｃ。

○錦織委員 Ｃです。

○戸田委員長 それでは、Ａ、Ｂ、Ｃと出そろいましたけれども、採決させていただいて

もよろしいでしょうか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 それでは、第３条につきまして、Ａとされる方については挙手をお願いし

たいと思います。

〔賛成者挙手…今城委員、岩﨑委員、奥岩委員、塚田委員、中田委員〕

○戸田委員長 ありがとうございます。賛成多数ですので、Ａと決しました。よろしくお

願いします。

次に、第５条第１項、これも持ち帰りの案件でございますが、御意見ございますでしょ

うか。ありませんか。よろしいですか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 それでは、採決をさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 それでは、第５条第１項につきましては、Ａ評価に賛成の委員の挙手を求

めます。

〔賛成者挙手…今城委員、岩﨑委員、奥岩委員、塚田委員、中田委員、錦織委員〕
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○戸田委員長 賛成多数でございますので、Ａ評価と決しました。

次に、第５条第３項につきまして、この案件についても持ち帰りとさせていただいてお

ります。御意見がありましたらいただきたいと思いますが、ありませんでしょうか。

錦織委員さんはＢでよろしいでしょうか。

○錦織委員 はい、Ｂです。

○戸田委員長 よなご・未来さん、国頭委員さんはＢだったね、Ｂ。

○国頭委員 Ｂのままでっていうことで。

○戸田委員長 Ｂのまま。

そうしますと、採決をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 第５条第３項について、Ａ評価に賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手…今城委員、岩﨑委員、奥岩委員、塚田委員、中田委員〕

○戸田委員長 賛成多数でございます。第５条第３項につきましてはＡ評価と決しました。

それでは、順を追って検証に入っていきたいというふうに思います。

第５条第４項について検証していただきたいと思います。

それでは、蒼生会さんのほうから御意見をいただきたいと思います。Ａ評価。

奥岩委員。

○奥岩委員 記載のとおりでございまして、こちらが条文を確認させていただきますと、

「請願及び陳情を市民からの政策についての提案として受け止め、これらの審議等に当た

っては、当該請願又は陳情を行った者から説明を聴く機会の確保に努めるものとする」と

いうことですので、担保されとると考えておりますので、Ａでお願いいたします。

○戸田委員長 よなご・未来さん。

国頭委員。

○国頭委員 先ほども話題でありましたけども、やはり私たちの会派も、提出者の範囲を、

取扱いを一部変えたっていうとこに対しては、より開かれた議会ではなくなったと会派と

しては認識しておりますので、Ｃということで出させていただきました。

○戸田委員長 次に、錦織委員。

○錦織委員 私も同じ意見で、よなご・未来と同じ意見です。議会によっては決定したわ

けですけれども、やはりこの多様な意見を聞くという、意見を聞く機会が制限されたとい

うことについてはそのように思ってますので、Ｃです。

○戸田委員長 ありがとうございます。何かほかに御意見ございませんか。ＡとＣという

ことでございますので、持ち帰りますか。ありませんか。

中田委員。

○中田委員 条文のほうが「市民からの」という、この「市民」という定義の受け止め方

の問題があるかもしれませんけども、この条文のとおりにやられてるかどうかという評価

でいけば、私どもはＡ評価でいいと思っております。以上です。

○戸田委員長 ほかにございませんか。

今城委員。

○今城委員 中田委員が今おっしゃったとおりの条文に対しての検証ですから、そういう

意味からは、きちっと８０％以上という形でやっているという判定の下のＡとしています。
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ただ、今、中田委員もおっしゃったとおり、この条文内での「市民」という定義ってい

うのが非常に曖昧な形になっていて、これ内容の議論とかをする中では、様々なところで、

この「市民」の定義っていうことについてのことが非常に曖昧過ぎるというところでの疑

義があるというような話もあってきてると思いますので、これについては、きちっとした

上位法にのっとった形での、また米子市内でのダブルスタンダードのないようにというよ

うな形も踏まえての、条文の格好づけを含めての形というのが今後は検討されるべきでは

ないかなというふうには思っています。ただ、今は検証の評価の結果ということですので、

これについてはＡということで変わりはありませんので、これ以上ではないと思っていま

す。以上です。

○戸田委員長 という御意見がございましたが、ほかにございませんか。

奥岩委員。

○奥岩委員 すみません、先ほど御説明させていただいた後で申し訳ないんですけど、今、

条文の中の「市民」の定義についてっていうお話があったんですけど、この場ではなくて、

複数の委員さんから今お話があったんですけど、陳情の取扱いをどうするかっていう協議

の際にもこれ話題になっておりまして、当時、今城委員さんのほうからですかね、お話が

あったと思うんですけど、米子市民自治基本条例のほう、こちらのほうで米子市民に対し

てっていうような逐条解説がございましたので、それにそろえた形で市議会のほうも動く

べきではないかというようなお話があったことを記憶しておりますので、こちらに関しま

しては、我々会派も、この条文じゃなくて、先ほどの陳情の取扱いの件につきましては議

決後でございますので、「市民」については米子市民という定義で受け止めさせていただい

て、ただ、意見にも書かさせていただいたんですけど、陳情については市外からの提出に

ついてが多い議会でございましたので、その取扱いについても議会としても協議してきた

っていう経緯がございます。それらも踏まえて、この条文に関しましてはいろいろと議会

で議論を経て機会のほうを担保しておりますので、Ａ評価とさせていただきたいと思いま

す。

○戸田委員長 ほかにございませんか。どういたしますか。持ち帰りますか。

採決で。ＡとＣ、歩み寄りがなかなかないですので、それでは、採決をさせていただい

てもよろしいですか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 それでは、第５条第４項について採決をいたします。

Ａ評価に賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手…今城委員、岩﨑委員、奥岩委員、塚田委員、中田委員〕

○戸田委員長 賛成多数であります。Ａ評価に決しましたので。

次に、第５条の２第１項について御協議いただきたいと思います。

第５条の２第１項、次はどうしましょう。よなご・未来の国頭委員さんがＢ判定ですの

で、御意見をいただければと思います。

○国頭委員 議会報告会を開催したということでありますけども、事前に準備はされてる

と思いますけど、その中で、やはりテーマ設定はいろいろ考えられてされてると思います

けど、もう少し市民からの意見を聞くべき方法も今後取り入れていくべきではないかなと

いうとこで、Ｂをつけさせていただきました。以上です。
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○戸田委員長 奥岩委員。

○奥岩委員 すみません、私、今、広報広聴のほうもやらせていただいてるので、少しお

話しさせていただけたらと思うんですよ。

こちらの条文に関しては、議会報告会を開催するものとするに対してのＡ、Ｂ、Ｃ評価

でございますので、今、国頭委員さんから御意見いただいたんですけど、そちらのほうに

関しましては、広報広聴のほうの議会報告会の開催の運用のほうでまたいろいろと御協議

いただけたらなというふうに思いますが、委員長、いかがでしょうか。

○戸田委員長 そのような御意見でございますが、その辺で御理解いただけますか。

○国頭委員 はい。

○戸田委員長 そうしますと、他の会派についてはＡ判定でございますが、Ａ判定という

ような流れでよろしいですか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 国頭さん、どうでしょうか。

○国頭委員 はい。

○戸田委員長 それでは、Ａ判定ということで意見が合意したということで、よろしくお

願いしたいと思います。

次に、第６条第１項第２号を御協議いただきたいと思います。反問権についてですね。

錦織委員さん、意見がありますか。検証する必要があると。

○錦織委員 今回、委員会では、ちゃんと委員会が始まる前に、執行部のほうに、委員に

質問があるときには最初に、冒頭に言ってくださいというふうなことが割と徹底されたの

で、それはよかったと思うんですけども、ただ、議場で今まで議会の中では、反問権、反

問しますということを言わずに例えば市長がされたとかっていうことがあったやに私は思

いますので、そういったところは、ちょっと会議録を検証してみることも必要ではないか

というふうに思ってＢにしました。

○戸田委員長 奥岩委員。

○奥岩委員 こちら、うちは対象外にさせていただいてるんですけど、条文上、これ議会

としてこちらの条文を検証して議会としてどうだったかっていうよりは、この反問できる

ことを議会としては当局側に認めていて、それが会議規則のほうでも規定がありまして、

あとは運用のほうは議長、委員長がそれぞれ運用されるという認識ですので、こちらにつ

いては、特に議会側からＡ、Ｂ、Ｃ判定というよりは、検証対象外でもよろしいのではな

いかなというふうに考えております。

○戸田委員長 中田委員。

○中田委員 私どもはＡということにしたんですが、今、奥岩委員が言われるように、こ

れは当局側に反問する権利を認めた条文なので、それが実際運用されるかどうかっていう

のは、こちら側の努力義務でも何でもないそういった条文なので、その達成度という評価

が具体的には評価の対象にならないと私も実は思います。

ただ、課題としては、ちらっと出てるように、運用といいますか、議事の整理の仕方と

して、やり方が徹底されてない。これは議事運営の点で議長、副議長のほうにしていただ

くことだと思いますので、条文に対して、その権利を与えたことに対しての評価というの

は、こちらが数値判定するということは非常に難しいんではないかと私も思います。
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○戸田委員長 ほかにございませんか。

国頭委員。

○国頭委員 うちはＢと書かせていただきましたけど、やはりこの３年間かな、３年間は

市長等の反問権の使い方がちょっと問題だったと思います。ただ、現議長のときに、今に

おいて、その使い方に対して執行部等にも言われたっていうことも理解しておりますんで、

これをＡとすべきか、Ｂとすべきかっていうのは、ちょっと考え方はあると思いますけど

も、現状は、やはり問題はあったということは、しっかりと今後も含めて錦織委員が言わ

れたように検証していかなくちゃいけないというところもありますんで、何も書かずにっ

ていうことではいけないのかなと思っております。

○戸田委員長 岩﨑委員。

○岩﨑委員 これまでの話を聞いておりました。奥岩委員、中田委員からもありましたが、

改めて条文を読み取ってみますと、やはり反問できる、執行部側が反問できる権利を与え

ますというそういう条文でありますので、対象外でもいいだろうなと思っております。し

たがって、対象外に切り替えたいと思います。以上です。

○戸田委員長 錦織委員。

○錦織委員 すみません、検証する必要があるというふうにはしたんですけれども、結局

そういう反問することができるようにしてるっていう状況は変わらなくて、あとは運用の

場面かなということを考えると、審査の対象にならないということになるのかなと今ちょ

っと思いました。

○戸田委員長 今城委員。

○今城委員 皆さん今おっしゃってくださってたとおり、実際私もこの条文っていうのは

権利を認める条文であるということを……。

この条文については、私も、この条文そのものが権利を認めるというための条文である

というふうにしか読めないというか、当然そうなんですけれども、例えば、そういうふう

に反問を求められたときに、議会として、運用としてそれを認めなかったとか、そういう

ことであれば、Ｃとしか、もう検証することができない、数値的にって先ほど中田委員が

おっしゃったんですけど、ある意味でいうと、ゼロか１００しかないっていうような対応

でしか検証できない数値とすればということであれば、当然、各会派の皆さん、委員さん

おっしゃってたとおり、検証外であろうというふうに認識はしております。

先ほど来、皆さんからもお話もあったとおり、この運用するという段階でそれらしいよ

うな発言があった場合に、委員長なり議長なりっていうところが議事整理として反問です

かっていうことをきちっと問い、反問ですっていうことを言ってもらって発言をしてもら

うっていうふうにしないと、反問ですかと聞いて反問じゃないと言いながら反問のような

発言をするっていうことを厳に慎むということは、これは当局にしっかり言っとかないけ

んだろうなと思う内容だと思いますので、そういう意味では、ゼロか１００でしょうとい

う意味で、数値的には検証できないというふうに感じます。以上です。

○戸田委員長 ほかに御意見はございますか。

塚田委員。

○塚田委員 私も対象外だなとつくづくちょっと聞いてて思いましたし、それにプラス、

信風さんが添えてくださってるような、反問があった際の手順を申し合わせておくってい
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うのは大事だなと思って、これも添えておけばいいことじゃないのかなと思いましたので、

対象外でいいと思います。

○戸田委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○戸田委員長 そうしますと、大勢が検証対象外ということで御意見を賜りましたけども、

そのような対象でよろしいでしょうか。意見を集約させていただいていいですか。

じゃあ、検証対象外、よろしいですか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 次に、７条第１項、協議していただきたいと思います。

それでは、今城委員さんから。

○今城委員 対象外としたっていう意味からなんですけれども、重要政策の審議というと

ころで、必要とする提案の経緯などなど１から５の問題ということは、常にこれは内容と

してのことっていうのは担保もし、できていると思っています。そういう意味ではＡ判定

ということになると思うんですが、この中からいうと、実績をずっと見ていくと、議会側

から求めたものの実績があるのかというふうに考えると、議会側から求めたものではなく、

当局側から出されたものであるっていうことを、それをきちっと重要政策の審議として行

ってきたという事実であろうというふうに思われます。

議会として、重要政策の審議をどういうふうにしてきたのかっていうか、どういうプロ

セスも含めてしてきたのかっていうところで考えると、議会の対応の仕方っていうところ

での求められたものについてはきちんとやっていますけれど、議会から求めたものがない

ということになると、これ検証する意味があるのだろうかという意味で、対象外というふ

うにしました。ただし、皆様評価をしてくださっているという中で、皆さんがＡなのだと

いうような反応、数値として思っていらっしゃるということであるとすれば、それはＡと

いうことに考えてるのは、先ほど申し上げたとおり、当局から出てきたものは、きちっと

した形で審議をしてきたというプロセスは認めておりますので、Ａという判定としてのこ

とは感じているところです。以上です。

○戸田委員長 よなご・未来さん。

国頭委員。

○国頭委員 かつてと言ったらあれですけど、代表者会議でも前に言ったことがあると思

うんですけど、前よりは全協に対しての開催が少なくなってるのは明らかだと思っており

ます。やはり議員全体で発言できる場っていうのは、委員会だけでなく、そういったこと

は必要なんじゃないかなと思っております。そういうことに対しても、やはり全員協議会

のところが少なくなってるっていうのはしっかり言っていくべきではないかなという考え

はありますけども、そういったところ、それからそこに対しての、開かれたとしても議員

が質問する制約が増えてきたっていう、今回の改選でですね、というところは、よくなっ

たっていうわけではなくて、付記するところではないかなということで、Ｂとさせていた

だきました。

○戸田委員長 じゃあ、蒼生会さん。

奥岩委員。

○奥岩委員 こちらなんですけど、そもそも何が重要政策かっていうところからでして、
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全て重要政策だとは思ってるんですけど、いろいろとお話もあったんですけど、基本的に

は、うちは委員会制ですので、委員会においていろいろ審査されるべきだというふうに考

えております。

その上で、それぞれの議員さんの理解度を深めたりですとか、市民に向けての説明の機

会をつくるっていうような形で全員協議会を必要に応じて開催しておりますので、必要に

応じて全員協議会を通じ説明を受けているっていうような記載をさせていただいておりま

すが、基本的には、この７条の１の（１）から（５）全てが委員会において達成されてる

っていう考え方、プラスアルファで全員協議会っていうのもありますよっていうような考

え方でございます。それら全て対応させていただいておりまして、必要に応じて調査とい

いますか、意見聴取を行って審査させていただいてますので、Ａ評価でよいのではないか

なというふうに考えております。

○戸田委員長 錦織委員。

○錦織委員 共産党市議団としてはＣ判定をしました。ここに書いてますように、内容に

ついては不十分ということで、例えば基地問題、確かに基地の特別委員会っていうものが

ありますけれども、いろいろ意見照会を求められたときに、やはり全協が望ましいという

ふうに考えていますし、そういう何が重要かっていうことの捉え方だとは思うんですけれ

ども、ほかの議員が特別委員会の委員以外の者は意見を述べることができないというよう

なことも生じていますし、それから②のところで、全協の時間とか回数が制限されてきた

ということで、この問題についてはＣとしました。

○戸田委員長 ほかにございませんか。

中田委員。

○中田委員 私どもは、この条文のところで、確かに、さっきもちらっと出てましたけど

も、重要案件という、その重要案件かどうかというところは、恐らく過去の実例に照らし

合わせて考えてみて、さっき今城委員から、当局のほうから全協を開く要請があってやっ

たのがほとんどということで、過去の議会が全員協議会の開催を求めてやったケースで照

らし合わせると、やっぱり議会内で、重要案件として全協で取り上げるべきだというコン

センサスが取れた案件ということでやった例はあると思います。

ですから、ここのところの重要政策の捉え方っていうのが一つ難しいですけど、幸いに

してというか、議会が求めなくても当局がそれを開催を要請してきたということが事実で

あったと思いますし、それからこの条文の中に、重要案件として市長に次に掲げる事項と

して挙げてる、必要としている背景だとか経緯だとかっていう各（１）から（５）の内容

というのは、閉会中の委員会も含めて大概当局の報告というのは、これを網羅したという

か、こういうことを説明をしてきていると思っておりますので、そういったことも含めて

考えると、私はＡ評価でいいんではないかと。

といいますのが、実績のところとか議論も全協の話になってますけど、重要政策の審議

ということの条文なので、全員協議会という要するに非公式な会議での説明機会というも

のと、実際、審議として会議録にも残って、きちっとした扱いとして保存されていく結論

立てに向かっていくようなものとは違うので、そこは全協だけを対象としたのが、この条

文がうたっている明らかにする機会ではないと私は思っておりますので、それで、そうい

った面で考えれば、閉会中の委員会の開催も含めて行われているものと私は評価します。
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以上です。

○戸田委員長 今城委員。

○今城委員 今、中田委員さんがおっしゃったことは、本当に納得できるお話だったなっ

ていうふうに思います。

という意味で、次回からというふうに言っていいのかどうなのか分からないんですけれ

ど、ここの実績のところに全協での実績を挙げることそのものが実はおかしいのではない

かなという。全協というのは、ある意味、意見聴取の場であったりとか、便宜的に皆さん

に同時で情報をお知らせするというか、きちっと御説明を私たちが受けるという場である

ということを考えると、これを実績として上げていくってことが実際どうなのかなってい

うふうに。これがあるからちょっと悩ましくなってしまって、この実績に対してどうなの

かっていうことをちょっと考えてしまうなというところもあって、先ほど中田委員がおっ

しゃったとおり、これ重要政策の審議であって、「求めるものとする」っていうふうに書い

てあって、求める内容はこの１、２、３、４、５っていうふうに言われるとすると、実際

審議をする場は先ほど奥岩委員さんがおっしゃったとおり委員会なわけですから、委員会

でやってないっていうことだったらこれは大変な事態なんですけれど、委員会できちっと

審議をやり、そしてこちら側から求める内容についてをきちっと、先ほど中田委員さんが

おっしゃったとおり、閉会中の委員会も含めて報告を受け、審議をしているっていうこと

であると、この実績と掲げているところがちょっとおかしいというか、悩ましくなってし

まうなというふうに今感じたところですので、対象外とはしてますが、先ほど申し上げた

とおり、この条文としてのことを純粋に考えると、Ａ評価に当たるだろうなというふうに

感じます。以上です。

○戸田委員長 ほかにございませんか。

奥岩委員。

○奥岩委員 すみません、私もお話しさせていただいたので、今、中田委員と今城委員か

らも御意見ございましたとおり、この実績のところの全員協議会を入れるのかどうなのか

につきまして、基本的には私が申し上げましたとおり委員会制ですので、そこに対して、

これが全員協議会をやってるっていうのが全ての実績に見えかねないですので、これ全部

全協じゃなくて、この条文の（１）から（５）に対して、それぞれの専門の委員会で説明

を受けてきたとか、必要に応じて、最近ですと、よく委員会において委員の方から、こう

いった資料を後ほど提供してくださいですとか、委員会審査の際にこういったところがど

うですかっていうようなお話もございますので、そういったところが実績になってくるん

ではないかなというふうに考えますので、実績のほう、今Ａ、Ｂ、Ｃ判定ですので、実績

のところはまた後ほど協議になるとは思いますが、ちょっとこちらの記載の仕方はそのと

きにでも御相談させていただけたらなと思います。

○戸田委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○戸田委員長 それでは、自由創政さんがＡ、蒼生会さんがＡ、よなご・未来さんがＢ、

公明党議員団がＡ、信風さんがＡ、日本共産党議員団がＣ、新ファミリアがＡ、無所属の

森田議員がＡということでございますが、意見のすり合わせはできますでしょうか。

錦織委員。
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○錦織委員 私どもは今Ｃにしてるんですけど、Ａにはならないと思いますが、一度持ち

帰りにさせてください。

○戸田委員長 持ち帰りに。

ほかにございませんか。

持ち帰りという御意見でございますが、持ち帰りでよろしいでしょうか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 じゃあ、持ち帰りということで。

次に、第７条第２項、御協議いただければというふうに思います。

よなご・未来さんの国頭委員さんから御意見をいただければと思います。

国頭委員。

○国頭委員 会派としては、空欄にさせていただいた理由を書いております。意見として

は、後半には書いておりますけども、ちょっと判断がつかなかったということで、空欄に

させていただきました。

○戸田委員長 錦織委員。

○錦織委員 うちはＢにしてますが、論点や争点が明らかになるような議員間討議がやっ

ぱり足らないのではないかということで、「努めるものとする」とはなってますけど、それ

に対する評価としてはＢ判定と。

○戸田委員長 ほかに御意見ございませんか。

奥岩委員。

○奥岩委員 基本的には７条の１と同じ考え方でＡとさせていただいておりますが、評価

に関しましては、これからまさに今皆さん決算審査に入っていくんですけど、決算審査が

ございまして、その際に指摘事項等々で意見を取りまとめて、最終的には本会議、決算認

定の際にその意見を付しておりますので、こちらに関しましてはＡ判定でよろしいのでは

ないかなというふうに考えております。

○戸田委員長 中田委員。

○中田委員 私どものほうもＡ判定です。といいますのは、先ほど重要政策のところのっ

ていう、何かこの重要政策っていうところに限ってあえて条文化されているっていうとこ

ろにちょっとだけ実は違和感があるんですが、今、奥岩委員も言われたとおり、立案及び

執行における論点、争点を明らかにするというのは、これは予算とか議案として条例案や

予算案としたとこで日頃議会においてやっとられることだと思いますし、そこを怠ってい

るというのだったら別ですけれども、そんなに自虐的にならなくても、やっていると私は

思ってますし、執行後における当該重要案件の評価に資するものっていうのは、まさにこ

の９月議会もそうですけども、決算の中でそれをするわけですし、通年を通じて予算決算

委員会という形で、決算だけを独立した特別委員会でかつては９月議会から１１月ぐらい

までやってた時代もありますけれども、今は通年で委員会を一つにまとめてやっているわ

けで、評価も、当局のほうも事業評価を復活させて今きていますので評価しやすい形には

なってきていると思いますし、それは日常的に通年やっていることだということで、Ａと

させていただきました。

○戸田委員長 今城委員。

○今城委員 対象外というふうにしましたのは、１項の関連というか、同じ条ですので、
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そういう意味で対象外というふうにはしてきたところなんですけれども、実際条文として

考えると、「重要政策の審議に当たって」という内容として、審議をどうやってきたのかと

いうところを考えて条文をきちっと検証すると、審議をやってきたので議決もしてきてい

るわけです。何が重要で重要じゃないかというような評価はできないって先ほどもおっし

ゃっていたんですけれど、確かにそのとおりだと思いますし、我々が求めていないもので

あったとしても、当局がきちっと出してきたものについては、きちっとした形で審議をし、

結論をきちっと出し、その評価としてのものを決算として行っているっていう意味では、

全てやっていることだというふうに、先ほど中田委員さんもおっしゃいましたが、そうい

う意味ではＡ評価で、数値的には当然Ａ評価なんだろうというふうに思います。以上です。

○戸田委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○戸田委員長 それでは、集約をちょっと図ってみたいと思いますけれども、自由創政さ

んがＡ、蒼生会さんがＡ、よなご・未来さんはハイフン、公明党議員団さんがＡ、信風さ

んがＡ、日本共産党米子市議団がＢで、新ファミリアがなし、無所属がＡということでご

ざいますが、意見集約を図りたいと思いますが、どのようにしたらよろしいでしょうか。

採決されますか。

〔「いいですよ、してもらったら」と錦織委員〕

○戸田委員長 採決でよろしいですか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 それでは、採決をしていきたいと思います。

それでは、第７条第２項について、Ａ評価に賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手…今城委員、岩﨑委員、奥岩委員、塚田委員、中田委員〕

○戸田委員長 賛成多数であります。第７条第２項につきましてはＡ評価に決しました。

次に、第８条について御協議いただきたいと思います。政策立案機能の強化についてで

ございます。

それでは、蒼生会さんから。

奥岩委員。

○奥岩委員 こちらに関しましては、Ａ、Ｂ、Ｃでいきますと、Ａとさせていただいてお

ります。ただ、意見させていただいて、ほかのところでも記載させていただいてるんです

けど、政策機能強化がもう少し必要ではないかなっていうところで、機能を強化するため

にどういった体制が必要なのかなっていうようなところは、今後考えていかないといけな

いんではないかなというふうに考えております。

○戸田委員長 よなご・未来、国頭委員。

○国頭委員 「近年」と書いてありますけども、政策立案というところが、米子市議会と

しては、議員提案という条例等のものがやっぱり近年ないということで、こういったもの

は取り組んでいくっていうか、やっていくような土壌に持っていくっていうか、議員の研

修等に行けば、いつも議会の提案というものがやっぱり全国的に少ないと言われてる中で、

米子だけに限ったことではないんですけども、そういったものに対してやっぱりできてな

いところも含めて、Ｃと書いておりますけども、Ｂでもいいのじゃないかなと思っており

ます。
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○戸田委員長 日本共産党米子市議団、錦織委員。

○錦織委員 実績がやっぱり少ないっていうことは、もう少し議会として政策立案の強化

をするべきだというふうに思いまして、これはＢにしました。その強化のためには何が必

要かっていうと、やっぱりスタッフを増やしたりだとか研修の場を増やしたりということ

が付随されますけれども、これで行ってますよとは言えない、Ａ評価はできないんじゃな

いかというふうに思います。以上です。

○戸田委員長 ほかにございませんか。

中田委員。

○中田委員 これは、ちょっと私どもはＡという結果にさせていただきましたけど、非常

に悩みました、正直。条文が先ほど出てくる「立法機能」という書き方に例えばなってて、

通常の政策提言とは立法っていうのはちょっとやっぱり違うというところで、この立法機

能としての強化を機関としての議会はに、条文の頭が「議員は」ではなくて「議会は」に

なってますので、そういったことにどう努めているのかというところは非常に難しい。た

だ、今持てるスタッフや予算や、そういった議会の今の状況の中で、例えば修正案も含め

て、修正を求めるというようなことも含めて考えれば、限りなくＢに近いＡでいいんでは

ないかみたいな感じはしますけど。

といいますのが、この立法機能は、例えば国頭委員が近年って言われましたけど、自分

で言うのもなんですけど、米子市議会の歴史上、多分議員立法提案でやったのは私の１回

だけだと思います、歴史上。これは、その時点では鳥取県の市町村でも初めてだと言われ

ました。それ以降、単独議員立法でやったケースは聞いておりません。ですから、どんだ

け大変な労力とスタッフと法令の知識が要るかっていうところは、本当に大変なことで、

そう簡単にできることではないので、安易に目標設定できるような代物ではないというこ

とは個人的見解としても言っておきたいと思います。ですから、今持てるスタッフやいろ

んな体制の中では、修正も含めて考えれば、そこそこＡに近いところでやってきたんでは

ないかという評価です。以上です。

○戸田委員長 今城委員。

○今城委員 対象外にしておりますのは、前回の令和４年３月の検証結果の報告書の中に、

付言として、付言事項の中に（３）というとこがあって、条文についてっていうところで、

前回携わられた皆さんは覚えてらっしゃると思うんですけど、平成３０年３月のこの検証

結果の報告において、条文の見直しをしなければならないという付言もされているんです。

それは、条文の内容とかが非常に現状に合わないとか実情に合っていないというところに

ついては、しっかりと検証した上で直していかないといけないんじゃないかという付言が

あるんですけど、結局この３年の間、付言に、この３０年のときの付言、そして令和４年

のときの付言にも一つも応えてないんです、我々議会そのものが。

という意味では、この部分において、例えば実績として挙げてくださっているものって

いうのは、当然やるべきことっていうものについて、議会運営委員会からとか、ほかの委

員会も含めてですが、きちっとした形での内容としてのものをつけてきたのではあります

けれども、実績としては。ただし、そもそもこの条文そのものっていうものが、先ほど中

田委員さんがおっしゃったとおりで、実際のところに合わないんじゃないでしょうかねと

いうところが２回連続付言されているにもかかわらず、このまま置いてあるのです。置い



－21－

てあるという状態の中で、これを検証するっていうことについて検証を本当にできるんで

しょうかねと、そもそも条文おかしいんじゃないかね、考えんといけんへんっていう話を

しときながら、それを数値化して検証するということにそぐわないのではないかなという

意味で、対象外というふうにしました。

ただし、先ほど皆さんおっしゃったとおり、この条文そのものをっていうふうに考えれ

ば、Ｂに近いＡだよねとかいうふうにおっしゃっているのも納得はできるところですが、

この２回続けて付言している内容について何もしてこなかったということについては、こ

こで評価するとかということではない形での我々のちゃんとした評価と、次に送るのであ

れば、やるべきことをきちっとやった上で次に送るっていうようなことまでやっぱりやる

べきではないかなというふうに思っていますので、現時点での対象外ということをさせて

いただいてるという御説明です。以上です。

○戸田委員長 ほかにございませんか。

奥岩委員。

○奥岩委員 今期しばらく委員長をさせていただいた身といたしましては、申し訳ござい

ませんでした。今城委員さんおっしゃられるとおりですので、付言に対して今期なかなか

動けてないっていうようなとこはございますので、それについてどうなのかっていうよう

なとこも踏まえて、うちのほうも先ほど御説明させていただいたんですけど、中田委員か

らもお話があったんですけど、錦織委員さんからもでしたね。機能強化のところをどうい

うふうにするんだっていうのも踏まえて、検証結果はＡ、Ｂ、Ｃ判定もしくは対象外でい

いとは思うんですけど、付言をしたとしても、それを確実に次はやりましょうねというと

ころをきちっと準備をしておかないとなと思いました。すみません、私の反省も踏まえて

発言させていただきました。申し訳ございません。

○戸田委員長 ほかにありませんか。内容を十分に照査せないけませんね。

意見集約を図られますか。

自由創政さんがＡ、蒼生会さんがＡ、よなご・未来さんがＢ、公明党議員団が検証対象

外、信風さんがＡ、日本共産党米子市議団がＢ、新ファミリアがＡ、無所属がＡというこ

とでございますが、採決しますか。採決でよろしいですか。よろしいですか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 それでは、第８条につきまして、Ａ評価に賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手…岩﨑委員、奥岩委員、塚田委員、中田委員〕

○戸田委員長 賛成多数であります。よって、第８条はＡ評価に決しました。

次に、９条第１項について御協議いただきたいと思います。

それでは、公明党議員団、今城委員さんから御発言いただければ。

○今城委員 条文について、「専門性と特性をいかし、市政の諸課題について適正に判断

しなければならない」というところで、その専門性をどこに持つのかというところが非常

に市議会にはそぐわない条文だよね。先ほど申し上げたのと似ているんですけれども、非

常にこの専門性というところにこだわるとすると、我々は、ある意味で言うと、専門性を

本当にどれだけ持っているのかと言われると、非常に苦しいところだなというふうに思う、

自分自身のことを踏まえて言うと、というふうに思っています。

条文としての問題として、専門性と特性を生かした諸課題について適正に判断をしてい



－22－

るのかっていうと、そういう専門性、特性っていうところにこだわると、どうなんでしょ

うって思うところがあるので、Ｃ判定を実はしたというところです。

ただ、そういう諸課題について適正に判断しなかったのかっていうと、それは適正に我々

の持てる力を最大に発揮し、学び、そういう中で判断してきているということは間違いで

すので、皆さんがそういう角度で市政の諸課題について適正に判断をしたのかどうなのか

というところでの検証ということであれば、これはＡというふうに考えています。私個人

だけではなく、議会全体として、全員２６人がしっかりそのものに向き合いながら判断を

してきているっていうことではＡと思いますが、この専門性と特性というところを、枕言

葉と言うと変ですけども、これがあって判断したのかっていうところになると、非常に難

しい判断だなという意味でのＣというふうに会派ではしたということです。以上です。

○戸田委員長 続いて、よなご・未来、国頭委員さん。

○国頭委員 書いてあるように、これは判断しにくかったとは思いますけども、Ａとして

おりますんでということです。

○戸田委員長 それでは、蒼生会、奥岩委員。

○奥岩委員 先ほど専門性、特性がどうなのかというようなお話もあったんですけど、委

員会ごとに分野を決めて委員会を設置して、それに対応して委員会運営を行っております

ので、我々はＡでいいんではないかなというふうに考えてこのようにさせていただいてお

ります。

○戸田委員長 錦織委員さんは検証対象外。

錦織委員。

○錦織委員 公明党さんがさっきちょっとおっしゃったんですけれども、審査対象にする

のが何かなじまないのかなっていうふうに、そりゃそうでしょと、委員会は委員会が所属

するいろんな分野のところを考えながら諸課題について適正に判断しなければならないっ

て、それは当然のことだから、何％それがほかのところのものが混じって出てきたとか、

そんなこともないわけだし、何かちょっと審査しにくいなということで対象外にしたんで

す。

○戸田委員長 ほかに。

中田委員。

○中田委員 私どもはＡにしたんですけど、条文で非常に解釈というか、受け止め方とし

て、専門性と特性、今、皆さん方が言ってるとこですよね。これは、ただ、「委員会は」っ

ていうとこから始まって「専門性と特性をいかし」って書いてある、「いかし」って。だか

ら、専門性と特性を持った人が委員会に所属してそれを議論せと言っとるわけではなくて、

委員会として、どうしても出てくる案件が専門性や特性を持ったものなので、そういった

ものを生かした議論っていうことで、それで、これは次の２項に、場合によって公聴会制

度とか参考人招致の活用っていうことがその次に書いてありますけども、そういったもの

でちゃんと専門性と特性がある議案とか内容に対して適正に判断をしろということだと思

うので、そういった意味から、議案送付っていうのが何で１週間前に送付されているのか。

だから、委員会になってから、苦言的にいいますと、初めて聞くような質問というのは私

は出るわけがないと本当は思ってるんですけど、なぜ前もって議案送付がされて、そうい

ったものも含めて時間の猶予があるのかというところの原点にきちっと立ち返ってしてる
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かどうかということですので、その実効性は問いませんが、制度として、この条文の中身

からいけばＡなのかなという判断をさせていただきました。

○戸田委員長 ほかに質疑、意見ございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○戸田委員長 自由創政さんがＡ、蒼生会さんがＡ、よなご・未来さんがＡ、公明党議員

団がＡ、信風さんがＡ、日本共産党米子市議団が対象外、新ファミリアが対象外、無所属

がＡということでございますが、意見集約を図りますか。

採決採らせていただいてよろしいですか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 それでは、９条の１項について、Ａ評価に賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手…今城委員、岩﨑委員、奥岩委員、塚田委員、中田委員〕

○戸田委員長 賛成多数ですので、９条の１項につきましてはＡ評価に決しました。

今城委員。

○今城委員 評価としてＡはいいと思います。先ほども申し上げましたんで。ただ、先ほ

ど来の専門性と特性を生かしというところが、やはりどうしても、どこにかかるんだ、何

をもってそうなんだっていうところが非常に条文として不明確ですよねっていうところが

今回検証した中でとてもよく分かってるとこだと思いますので、これ付言としてするのか、

それとも次に送るという、付言でしょうが、条文の一つ一つについて、やはりおかしいな

と思うところについては検証した上で、訂正というか、訂正じゃなくて、どう言えばいい

んですか、それは改正を行うというようなことにも向かわねばならないような……。

（「マイク。」と声あり）

評価についてはよろしいということと、先ほどの専門性と特性というところが一体何に

かかっている言葉として皆が受け止めるのかっていうとこが非常に曖昧だなというふうに

思いますので、そこら辺は、この次の段階として協議をし、訂正、改正するべきところは

皆で協議するべきだなというふうに思っています。以上です。すみません。

○戸田委員長 という御意見でございますが。

中田委員。

○中田委員 私も、先ほど評価の意見は言いましたけども、この条文については今後見直

しが必要ではないかと実は思っております。専門性と特性があるのは、議案によってある

と思いますけれども、ここの条文のとりわけ私、引っかかるのは、「いかし」という言葉が

何をどんなふうに指しているのかというところがいま一つあれですし、議員がもともと専

門性を持った者の集まりではないことがほとんどなので、そうすると、この専門性をもし

必ず担保するような重たいものとして受け止めるのであれば、もうこの２項との関連の表

現の仕方っていうのは変わってくると思いますので、あくまでも政治的な判断をする立場

で我々はいるので、専門家の会議ではないわけですから、そういった議会の特性を踏まえ

た内容として検証する必要が私もあると思います。

○戸田委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○戸田委員長 そうしますと、条文の見直しに俎上させるというような今後の検討課題と

いうことでよろしいですか。
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〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 じゃあ、そういうふうによろしくお願いします。

次に進みたいと思います。９条の２項について御協議いただきたいと思います。

それでは、どうしましょうか。蒼生会さんから行きましょうか。

奥岩委員。

○奥岩委員 Ａ、Ｂ、Ｃ判定ですと、Ａでお願いいたします。記載させていただいてるん

ですが、ただ、公聴会の実績はなかったんですが、特に委員会から求めた記憶もございま

せんでしたので、制度活用はできていないんですけど、求めていませんでしたので、Ａ判

定、おおむね８割っていうところで８割のＡにさせていただきました。

○戸田委員長 よなご・未来、国頭委員。

○国頭委員 参考人の実績はありますけども、公聴会はなかったということで、Ｂという

ことで評価させていただきました。以上です。

○戸田委員長 錦織委員。

○錦織委員 Ｂです。公聴会制度の実績がなかったということで、むしろ私、共産党のほ

うから積極的にやっぱり皆さんに呼びかけてすべきだったなというふうに、ちょっと反省

も含めてでＢです。

○戸田委員長 じゃあ、今城委員、対象外という。

○今城委員 対象外というふうにしましたのは、「制度の活用に努めるものとする」って

いうふうになったときに、議会として、もしくは、ここは委員会としてっていうことなん

ですけど、委員会がそういうものに努めたのかって言われると、委員会から努めたという

ふうにはちょっとなりにくいな。だけど、きちっとした形の議論の内容、それからまた、

審査に当たって必要な参考人であったりとかっていうものについては、来ていただいて説

明をいただいたということは、これ実績として事実あることなので、なかなか評価が難し

いな、数値的にというふうに思ったところもあったので、対象外には一応しましたが、実

績としてこのものがあるということをどう評価するかっていうことであるとすれば、Ａで

もいいかなというふうには思っています。先ほど皆さんもおっしゃったように、これをど

う活用するのかっていうところを議会として、または委員会としてっていうところは、や

はりちょっと今後検討の余地もあるし、条文としてそぐわないのかどうなのかっていうと

こも検討するべきこともあるかなというふうに思います。

あと、公聴会制度は、担保はされていますが、実際、公聴会制度を活用するというため

の、何に対して、どういう角度で公聴会をっていうことに対する審議も基準も実は持ち合

わせてなくて、いつでもしていいですよっていうことは間違いはないんですけど、担保は

されていますが、公聴会制度を使うとすると、賛成の立場も、それから反対の立場も様々

な角度からこの制度を使わないといけないっていうことで、担保されているっていうこと

が大事なので、使えなくするっていうことはいけないことだと思っていますが、実際、米

子市っていうか、市議会という中で担保することと、これを使うか使わないか、使ったか

使わないかという数値的な評価は非常に難しいなというふうな気持ちではあります。ただ、

評価をするということでしたら、Ａでも構わないと思っています。以上です。

○戸田委員長 ほかに質疑、御意見ございませんか。

〔「なし」と声あり〕
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○戸田委員長 よなご・未来さん、日本共産党さんは歩み寄りというのはできませんか。

考え方はないですか。

中田委員。

○中田委員 意見は言っておきます。これは、「活用に努めるものとする」というところ

で、先ほど言いましたけど、１項のところと関連してるのではないかと私は実は思ってま

して、ただ、案件として、要は公聴会とか参考人制度っていうのは、議会として、委員会

として呼ぶときには、通常、参考人のときもやってるように、委員会を開いて、それに皆

さんが同意をして呼ぶという形になってきている。それが当たり前だと思うんですけど、

公聴会のことについても、例えば議員によっては必要だと思ってる方もいるかもしれませ

んが、それが委員会として必要だという同意、コンセンサスが取れるレベルのところまで

行ってない、要するにそこまで必要ないという案件だったという判断が機能しているので、

その結果があったかなかったかで判断すると、必要ないもののゼロという評価をどうする

のかっていうことになってしまうので、これで言えばＡなのかなと。参考人招致がされて

いますからねっていうことで、私はＡを書かせていただきました。

○戸田委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○戸田委員長 意見集約を図りたいと思いますが、よろしいでしょうか。

採決でよろしいですか。よろしいですか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 それでは、採決を行いたいと思います。

９条の２項について、Ａ評価に賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手…今城委員、岩﨑委員、奥岩委員、塚田委員、中田委員〕

○戸田委員長 賛成多数でありますので、９条の２項につきましてはＡ評価に決しました。

それでは、９条の第３項について御協議をいただきたいと思います。

それでは、中田委員さんからお願いしますか。

中田委員。

○中田委員 これは、今、委員会に必要な資料等は私は公開されていると思っていますの

で、私どものところにはインターネットという表現もしておりますけれども、基本的に、

どういうツールを使うかは別として、委員会に必要な資料というのは公開されていると思

っておりますので、これはＡ評価とさせていただきました。以上です。

○戸田委員長 次に、国頭委員。

○国頭委員 やはりインターネットで視聴される方は、資料がないため、何を議論してる

のかっていうところが分からないというところでありますので、そういった条文にある市

民に分かりやすいようにという、積極的に資料を公開しっていうとこについては、事務局

さんのお手間を取らせますけど、やはり資料をホームページに上げていく必要があるんじ

ゃないかなと思っております。一番厳しいＣとしておりますけど、Ｂでも構いません。

○戸田委員長 次に、蒼生会、奥岩委員。

○奥岩委員 先ほど中田委員さんからもお話はあったんですけど、うちもオンライン視聴

者に向けての今後の協議は必要とは記載はさせていただいているんですが、これ、ほかの

ところの条文でもたしか申し上げさせていただいたと思うんですけど、公開してますよと
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か資料も公開してますよっていうのが、基本的には、このリアルの議場ですとか、委員会

の委員会室に来られた方に対しては対応させていただいていると考えております。皆さん

課題のところで考えておられるとは思うんですけど、ここの条文に関してはＡ評価でいい

のではないかというふうに思います。

ただ、皆さんが課題と考えておられるのは、だんだんだんだん、我々も今こうやってタ

ブレットを使わせていただいたりですとか、インターネット普及、スマホ、タブレットの

普及によって、恐らくオンラインで見ておられる方が増えてるのではないだろうかという

ような、これ検証してないんで分からないんですけど、そういった認識の下で、今後そこ

に対しても何らかの形で資料の公開が必要ではないのかなっていう今後の課題のところで

すので、現状のこの条文に関しましてはＡ評価でいいのではないかなというふうに考えて

おります。

○戸田委員長 次に、錦織委員さん。

○錦織委員 今後も含めてということでＡ判定ということでしたけれども、私は、むしろ

今できてない部分があるので、そこは、やはりホームページ上にも公開するということが

必要であるというふうに思ってます。例えば県議会でも全部ばあっとしてあると、非常に

役立つっていうか、なかなかそれが見れない場合でも、いろいろ資料が載ってると、そこ

にいなくてもちょっと分かることもあるので、そういうことから思えば、やはりホームペ

ージ上に公開するべきだということに思ってＢ判定としました。

○戸田委員長 ほかに質疑、御意見ございませんか。ございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○戸田委員長 それでは、自由創政さんがＡ、蒼生会さんがＡ、よなご・未来がＢ、公明

党議員団さんがＡ、信風さんがＡ、日本共産党米子市議団がＢ、新ファミリアがＡ、無所

属がＡということでございますが、意見集約を図らせていただいてよろしいですか。

採決させていただいてもよろしいですか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 それでは、第９条の３項につきまして、Ａ評価に賛成の委員の挙手を求め

ます。

〔賛成者挙手…今城委員、岩﨑委員、奥岩委員、塚田委員、中田委員〕

○戸田委員長 賛成多数であります。よって、９条の３項につきましてはＡ評価に決しま

した。

時間が……、やめましょうか。

〔「そうですね、閉じましょうか」と今城委員〕

○戸田委員長 やめましょうか。やめましょう。

それでは、本日はここまで進めさせていただきました。

次回は、１０月１日の９月定例会閉会後の議会運営委員会で協議させていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。

以上でこちらで用意した案件は終了となります。

委員の皆様から何かございますか。

〔「なし」と声あり〕

○戸田委員長 正副議長さん、何かありますか。
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〔「ございません」と岡田議長〕

○戸田委員長 事務局から何かございますか。

〔「ございません」と毛利事務局長〕

○戸田委員長 それでは、以上で議会運営委員会を閉会いたします。

午前１１時４６分 閉会

米子市議会委員会条例第２９条第１項の規定により署名する。

議会運営委員長 戸 田 隆 次


